[bookmark: _Hlk165379286]災害時における物資供給に関する覚書


栃木市（以下「甲」という。）とピジョン株式会社（以下「乙」という。）は、災害時における必要な物資（以下「物資」という。）の供給に関して、次のとおり覚書（以下「本覚書」という。）を締結する。

（趣旨） 
第１条　本覚書は、甲乙間において令和７年１２月１９日付で締結された子育ちに喜びを感じられるまちの実現に向けた包括連携協定書に基づき、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に規定する災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）において、甲が乙の協力を得て行う物資の調達に関し、必要な事項を定める。

（協力の要請及び受諾） 
第２条　甲は、災害時に物資の調達が必要となった場合は、別紙①「供給要請対象物資一覧」に基づき、書面（書面には電磁的方法を含む。以下同じ。）によって乙に協力を要請することができるものとする。ただし、緊急を要する時は、口頭、電話等により要請し、その後、速やかに書面を提出するものとする。
２　乙は、甲からの要請をできる限り受諾するよう努めるものとする。

（要請の内容） 
第３条　前条第１項の規定による要請の内容は、次に掲げるものとする。 
（1）物資の調達及び供給
（2）物資搬送車両の確保

（手続等） 
第４条　乙は、甲の指定する場所に物資を搬送し、納品するものとする。この場合において、甲は、職員をもってこれを確認させ、受け取るものとする。
２　乙は、物資の供給を実施したときは、その供給の終了後速やかにその実施状況を報告書により甲に報告するものとする。

（経費の負担） 
第５条　甲は、乙に対し、前条第１項の規定により納品された物資の対価及び運搬に要する費用について負担するものとする。
２　前項に規定する経費の価格は、災害時の直近の適正な価格を基準とし、甲及び乙の協議の上、定めるものとする。

（経費の支払）
第６条　前条第２項の経費は、乙が甲に請求するものとし、甲は、請求書を受け取った日から起算して３０日以内にこれを支払うものとする。ただし、甲が予算措置を必要とする場合は、予算措置後速やかに支払うものとする。

（連絡窓口）
第７条　甲及び乙は、本覚書に関する連絡窓口を定め、別紙②「事務担当者名簿」を用いて相手方に通知しなければならない。連絡窓口を変更したときも、同様とする。

（情報の共有等）
第８条　甲及び乙は、本覚書に定める事項の円滑な実施を図るため、平常時から情報を共有するとともに、必要な連絡及び調整を図るものとする。

（有効期間） 
[bookmark: _Hlk192673618]第９条　本覚書の有効期間は、本覚書締結の日から１年間とする。ただし、本覚書の有効期間が満了する１か月前までに、甲又は乙が書面により特段の申し出を行わないときは、有効期間が満了する日から１年間本覚書は更新され、その後も同様とする。

（協議） 
第１０条　本覚書に定めのない事項又は本覚書に関して疑義が生じたときは、甲及び乙の協議の上、これを定めるものとする。 
　
本覚書の成立を証するため、本覚書を２通作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自その１通を保有する。

令和７年１２月１９日 

[bookmark: _Hlk192673116]甲：栃木県栃木市万町９番２５号
栃木市
市長　　大　川　　秀　子


乙：東京都中央区日本橋久松町４番４号
ピジョン株式会社
[bookmark: _Hlk192670064]代表取締役社長　　矢　野　　亮
[bookmark: _Hlk164757869][bookmark: _Hlk165379514]　　　　　
 別紙①

供給要請対象物資一覧

	分類
	主な品種

	哺乳びん類

	母乳実感
スリムタイプ
災害用授乳カップ


	レトルトフード

	たべもの全般


	調乳用水

	ピュアウォーター
2L、500ml


	飲料
・ペットボトル
・紙パック

	イオン、果汁
お茶類他
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	おしりふき

	おしりナップ


	洗浄消毒用品

	洗える除菌料





別紙②

事務担当者名簿


令和７年１２月１９日現在

　　甲（栃木市）
	所在地
〒　３２８－８６８６
住所　栃木県栃木市万町９番２５号

	担当部署　こども未来部子育て総務課子育て総務係

	電話番号　０２８２－２１－２１６５

	FAX番号　０２８２－２１－２６８１




　　乙（ピジョン株式会社）
	所在地
〒　１０３－８４８０
住所　東京都中央区日本橋久松町４番４号　ピジョンビル

	担当部署　事業推進部病産院･自治体グループ

	電話番号　０３－３６６１－４２５７

	FAX番号　０３－３６６１－４３３７




